
足立区議会公印規程 
 

（昭和31年４月30日告示第28号) 

改正 平成３年６月14日区議会議長告示第１号 

   平成８年５月７日区議会議長告示第１号 

   平成12年３月31日区議会議長告示第１号 

   平成14年３月29日区議会議長告示第１号 

   平成14年５月31日区議会議長告示第３号 

 

第１条 足立区議会の公印は、別に定めのある場合を除く外は、この規程

の定めるところによる。 

 

第２条 公印は次の通りである。 

（１） 足立区議会印 

（２） 足立区議会事務局印 

（３） 足立区議会議長印 

（４） 足立区議会副議長印 

（５） 足立区議会事務局長印 

（６） 足立区議会事務局次長印 

（７） 足立区議会常任委員会委員長印 

（８） 足立区議会議会運営委員会委員長印 

（９） 足立区議会特別委員会委員長印 

（10） 足立区議会情報公開審査会長印 

 

第３条 公印の形状、寸法、書体及び雛形は、別表の通りとする。 

 

   附 則 

 この規程は、昭和31年４月１日から適用する。 

   付 則（中間省略） 

   付 則（平成12年３月31日区議会議長告示第１号） 

１ この規程は、平成12年４月１日から施行する。 



２ この規程の施行の際、この規程による改正前の告示の規定により調製

された公印で現に残存するものについては、なおこれを使用することが

できる。 

   付 則（平成14年３月29日区議会議長告示第１号） 

 この規程は、平成14年４月１日から施行する。 

   付 則（平成14年５月31日区議会議長告示第３号） 

 この規程は、平成14年６月１日から施行する。 

 

 

別 表 

  形状寸法及び書体 

公 印 名 形状寸法 書 体 雛 形 用   途 

議 会 印 方30粍 篆 書 イ  

局 印 方24粍 〃 ロ  

議 長 印 方24粍 〃 ハ  

副 議 長 印 方24粍 〃 ニ  

局 長 印 方21粍 〃 ホ  

次 長 印 方20粍 〃 ヘ  

常任委員長印 方24粍 〃 ト 各種常任委員会用 

議 会 運 営 

委 員 長 印 
方24粍 〃 チ 議会運営委員会用 

特別委員長印 方24粍 〃 リ 各種特別委員会用 

足立区議会情報 

公開審査会長印 
方21粍 〃 ヌ 

議 会 情 報 公 開 

審 査 会 用 

議 長 印 方11粍 〃 ル 区議会議員証用 
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